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第１回宇都宮市景観審議会議事録 
 
 
 
 
 

                          平成 1９年６月２６日  
                          午後２：００～  

１４Ａ会議室    
 
 
 

出 席 委 員  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

欠 席 委 員  
 
 
 
 
 

出 席 幹 事  
 
 
 
 

事 務 局  
 
 
 
 
 
 
 

 

１号委員（学識経験者） 

 

藤本信義委員，赤羽薫委員， 

小花伸子委員，岡田義治委員，上田由美子委員 

 

 

２号委員（関係団体代表） 

 

増渕薫委員，坂本眞人委員， 

永沼憲雄委員，高梨道太郎委員  
 

（９名） 

 

 

 

 

岡田豊子委員(１名) 

 

 

 

 

 

笠井純幹事，栗田健一幹事，関哲雄幹事  

（３名） 

 

 

 

飯塚由貴雄書記，齋藤貴司書記，高橋功書記， 

大根田厚史書記，佐藤靖子書記 

（５名） 
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＜１．開 会 ＞ 

飯 塚 補 佐  

 

 

 

飯 塚 補 佐  

 

 

 

＜２．委 嘱 状 交 付 ＞ 

飯 塚 補 佐  

 

 

 

 

飯 塚 補 佐  

 

 

 

 

 

 

 

飯 塚 補 佐  

 

 

 

 

 

 

 

＜３．市 長 挨 拶 ＞ 

飯 塚 補 佐  

 

 【  開 会 前  】  

お忙しい中ご出席いただきまして，誠にありがとうございます。

定 刻 と な り ま し た の で ， 只 今 か ら ，「 第 １ 回 宇 都 宮 市 景 観 審 議

会」を開会いたします。  

 
 はじめに，この審議会は「附属機関の会議の公開に関する要領」

からは ， 全体を 通 して基 本 的に公 開 となっ て おりま し て，記者の

方の写 真 やビデ オ 撮影も 許 可して ま いりた い と思い ま すが，よろ

しいでしょうか。  

 
それで は ，まず 始 めに， 宇 都宮市 景 観審議 会 委員の 皆 様に対 す

る委嘱状を交付いたします。  

お名前 を お呼び い たしま す ので， 市 長から 委 嘱状を お 受け取り

ください。  

 
はじめ に ，第１ 号 委員と し て，学 識 経験者 の お立場 で ご出席い

ただいた委員の方々に委嘱状を交付いたします。  

藤本  信義（ふじもと  のぶよし）様  

赤羽  薫（あかばね  かおる）様  

小花  伸子（こはな  のぶこ）様  

岡 田  義 治 （おかだ  よしはる）様  

上田  由美子（うえだ  ゆみこ）様  

 
次に， 第 ２号委 員 として ， 関係団 体 からご 出 席いた だ いた委 員

の方々に委嘱状を交付いたします。   

岡田  豊 子（お か だ  と よ こ）様  につい き まして は ，本日 ，

所要により，欠席されております。続きまして，  

増渕  薫（ますぶち  かおる）様  

坂本  眞人（さかもと  まさと）様  

永沼  憲雄（ながぬま  のりお）様  

高梨  道太郎（たかなし  みちたろう）様  

 
それでは，開会にあたり，市長より，ごあいさつ申し上げます。
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市 長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 宇都 宮 市景観 審 議会の 開 催及び 委 員をお 引 き受け い ただきまし

て心から御礼を申し上げます。  

 みな さ まご存 知 のとお り ，ＪＲ 宇 都宮駅 西 口の看 板 群が大変不

評でご ざ いまし て ，日本 で もっと も 汚い， 醜 いと言 わ れるような

ことが 週 刊誌に も 載った 次 第であ り ます。 そ ういっ た 指摘以外に

も日本 が 高度成 長 を経て ， 成長し た その名 残 といい ま すか，残さ

れたも の が機能 と か都市 の 魅力と い ったも の の後に 置 き去りにさ

れたものが景観ではないかと思っております。  

 確か に 都市機 能 あるい は 都市の 魅 力づく り には， 大 いにこの高

度成長 に おける 経 済の力 と いうの は ，十分 に 発揮さ れ たわけであ

ります が ，残さ れ た部分 の 「景観 」 につい て ，今か ら でもみなさ

ま方か ら お知恵 を 拝借し て ，宇都 宮 の中で 宇 都宮独 自 の「景観計

画」を 作 りなが ら ，これ か らの子 ど もたち に もそし て ，今住んで

いる方々にも「住んで居てよかった」あるいは，他の方々から「移

り住ん で みたい 宇 都宮」 そ ういう 街 を「景 観 計画」 を もとに作っ

てまいりたいと思っております。  

 よく 「 景観」 の 話をし ま すと， ヨ ーロッ パ の街並 み ，そういっ

た所が 歴 史上も 比 較され ， 大いに 話 題にな る ところ で ありま す。

日本を 見 ますと ， 京都あ る いは小 京 都と言 わ れるよ う な所はいざ

知らず ， それ意 外 の所は ， どこを 切 っても 金 太郎飴 の ような同じ

ような ま ちづく り がなさ れ ている の が現状 で あると 思 いますし，

建物の デ ザイン や 道路の デ ザイン な ども同 じ ような 作 りがなされ

ています。  

 ぜひ こ れを契 機 に「景 観 計画」 の もとで ， 委員の み なさま方の

お知恵 や あるい は 仕事に お かれる 経 験を十 分 に活か し ていただき

まして ， 宇都宮 な らでは の 「景観 計 画」を ぜ ひ作っ て いただきた

いと思 い ます。 宇 都宮に 行 ってみ て ，ある い は宇都 宮 に住んでみ

て，他のまちとはひとつ違う，金太郎飴のような同じ顔ではない，

そんな ま ちづく り に寄与 で きるよ う な「景 観 計画」 を ぜひ作って

いただくことを心からお願いをいたします。  

 結びになりますが，たいへん暑い中で恐縮でありますけれども，

これか ら 数回に わ たりま し て，み な さま方 に 大変な ご 苦労をおか

けするかと思いますが，どうぞよろしくお願いいたします。  
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飯 塚 補 佐  

 

＜資 料 確 認 ＞ 

飯 塚 補 佐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜４．出 席 者 紹 介 ＞  

飯 塚 補 佐  

 

 

 

 

 

 

 

藤 本 委 員  

飯 塚 補 佐  

赤 羽 委 員  

飯 塚 補 佐  

小 花 委 員  

飯 塚 補 佐  

岡 田 (義 )委 員  

飯 塚 補 佐  

ありがとうございました。ここで，大変申し訳ございませんが，

市長は別な会議がございますので，退席させていただきます。  

 
次に，本日の会議資料について確認させていただきます。  

先日，送付いたしました，  

・宇都宮市景観審議会名簿  

・第１回宇都宮市景観審議会次第  

・資料１「宇都宮市景観審議会関係資料」  

・資料２「宇都宮市景観計画（案）について」説明資料  

・資料３「宇都宮市景観計画（案）」冊子  

・参考資料１「宇都宮市景観計画（案）概要版」  

・参考資料２「今後の景観施策について」  

・参考資料３「（仮称）宇都宮市景観条例（案）について」  

・参考資料４「他都市の景観計画策定状況（国交省調べ）」  

となります。  

以上不足しているものがありましたら，お知らせください。

よろしいでしょうか。  

 
それでは，今回は，初めての審議会でございます。  

ここで ， 改めま し て，委 員 の皆様 の ご紹介 と ，幹事 ・ 事務局職

員の紹介をさせていただきます。  

お手元の「宇都宮市景観審議会名簿」をご覧下さい。  

はじめ に ，委員 の 皆様を ご 紹介い た します の で，恐 れ 入ります

がご起立し，一言ご挨拶をお願いいたします。  

第１号 委 員とし て ，学識 経 験者の お 立場で ご 出席い た だいてお

ります  藤本  信義（ふじもと  のぶよし）委員です。  

藤本です。よろしくお願いします。  

同じく，赤羽  薫（あかばね  かおる）委員です。  

赤羽です。よろしくお願いします。  

同じく，小花  伸子（こはな  のぶこ）委員です。  

小花です。よろしくお願いします。  

同じく， 岡 田  義 治 （おかだ  よしはる）委員です。  

岡田です。よろしくお願いします。  

同じく，上田  由美子（うえだ  ゆみこ）委員です。  
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上 田 委 員  

飯 塚 補 佐  

 

 

 

飯 塚 補 佐  

増 渕 委 員  

飯 塚 補 佐  

坂 本 委 員  

飯 塚 補 佐  

永 沼 委 員  

飯 塚 補 佐  

高 梨 委 員  

飯 塚 補 佐  

 

 

飯 塚 補 佐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

＜審 議 会 概 要 ＞ 

飯 塚 補 佐  

 

上田です。よろしくお願いします。  

次に， 第 ２号委 員 として ， 関係団 体 からご 出 席いた だ いてお り

ます方をご紹介いたします。   

まず， 岡 田  豊 子 （おか だ  とよ こ ）委員 で すが， 本 日は所 要

により欠席となっております。  

同じく，増渕  薫（ますぶち  かおる）委員です。  

増渕です。よろしくお願いします。  

同じく，坂本  眞人（さかもと  まさと）委員です。  

坂本です。よろしくお願いします。  

同じく，永沼  憲雄（ながぬま  のりお）委員です。  

永沼です。よろしくお願いします。  

同じく，高梨  道太郎（たかなし  みちたろう）委員です。  

高梨です。よろしくお願いします。  

委員の 皆 様方に は ，今後 何 かとお 世 話にな り ますが ， よろしく

お願い申し上げます。  

 
続きまして，幹事及び事務局職員を紹介いたします。  

まず，幹事の紹介をいたします。  

都市開発部長   の  笠井  純（かさい  じゅん）です。  

都市開発部次長  の  栗田  健一（くりた  けんいち）です。

都市計画課長   の  関  哲雄（せき  てつお）です。  

続きまして，書記の紹介をいたします。  

まず，  

都市計画係長           の  齋藤  貴司   です。

都市景観係長           の  高橋  功    です。

都市計画グループ総括主査     の  鈴木  克典   です。

都市景観グループ総括主査     の  大根田  厚史  です。

都市景観グループ主任       の  佐藤  靖子   です。

最後に私，  

都市計画課課長補佐        の  飯塚  由貴雄  です。

今後ともよろしくお願いします。  

 
続きま し て，こ こ で宇都 宮 市景観 審 議会の 組 織及び 当 審議会の

公開について確認の説明をさせていただきます。  
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高 橋 係 長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
お手元 の 資料， 資 料１の 「 宇都宮 市 景観審 議 会関係 資 料」の１

ページをご参照ください。「宇都宮市景観審議会の概要について」

でございます。  

まず， 設 置の経 緯 と根拠 に ついて で ござい ま すが， 平 成１６年

に景観 法 が制定 さ れまし て ，中核 市 である 本 市にお き ましては，

景観法に基づきます景観行政団体に位置づけされております。  

これを 受 けまし て ，本市 に おきま し ても景 観 法に基 づ く「宇都

宮市景 観 計画」 の 策定， 及 び「宇 都 宮市景 観 条例」 を 制定しまし

て，良好な景観形成を推進していくこととしております。  

これら の 推進に あ たりま し ては， 主 に規制 ・ 誘導に 係 る景観施

策を中 立 ・公平 な 立場で 様 々な角 度 から専 門 的に審 議 するため，

景観審議会を設置するものであります。  

次に， 職 務につ き まして は ，市長 の 諮問に 応 じ，次 の 事項につ

いて調査審議していただくことにしております。  

まず， 景 観計画 に 関する 事 項とし ま して， 市 が景観 計 画の策定

及び変 更 すると き ，その 議 を経る こ と，市 民 等によ る 景観計画の

提案に 関 する事 項 を調査 審 議して い ただく ， さらに そ の他良好な

景観形成に関する事項となっております。  

参考と し まして ， 都市計 画 審議会 と の関わ り を示し て おります

が，景 観 計画で 定 める規 制 基準は ， 建物等 の 形態・ 意 匠のほか，

土地利 用 の制限 に 係るも の もあり ， 都市計 画 法との 整 合性を図る

必要が あ ること か ら，景 観 法第９ 条 第２項 に 基づき ， 景観計画を

定める と きには ， 都市計 画 審議会 の 意見を 聴 くもの と されており

ます。  

また， 当 審議会 は ，景観 計 画の策 定 など， 景 観につ い て専門的

に協議 を 行う市 の 諮問機 関 として 役 割を担 っ ていた だ きたいと思

っております。  

その下 に 手続き フ ローが あ ります が ，中ほ ど に景観 審 議会の諮

問が二 重 線で囲 っ てあり ま すが， 今 回がこ れ にあた る ものであり

ます。  

この審 議 会を経 ま して， 都 市計画 審 議会の 意 見を聴 取 いたしま

す。そ の 後，市 と しまし て 景観計 画 の決定 を してま い りたいと考

えております。  
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次に， 会 議の公 開 につい て ですが ， こちら は ，審議 会 の運営要

領に記 載 されて お りまし て ，この 後 審議し て いただ き たく，後ほ

どご説 明 いたし ま すが， 審 議会の 開 催は， 原 則これ を 公開といた

します 。 ただし ， 議長は 出 席委員 の ２分の １ 以上が 必 要があると

認めるときは，非公開とすることができる。こととしております。

最後に ， 会議の 開 催予定 で すが， お おむね 年 ２回を 予 定してお

ります。  

続きま し て，次 ペ ージの 「 宇都宮 市 景観審 議 会規則 」 について

ご説明させていただきます。  

まず，趣旨ですが，  

第１条としまして，こ の 規 則 は ，宇 都 宮 市 附 属 機 関 に 関 す

る 条 例 （ 昭 和 ４ ２ 年 条 例 第 １ 号 ） 第 ３ 条 の 規 定 に 基 づ き ，

宇 都 宮 市 景 観 審 議 会 （ 以 下 「 審 議 会 」 と い う 。） の 組 織 及

び 運 営 に つ い て ，必 要 な 事 項 を 定 め る も の で ご ざ い ま す 。

第 ２ 条 と い た し ま し て ， 組 織 で す が ， 審 議 会 は ， 委 員

１ ０ 人 以 内 で 組 織 す る 。  

２  委 員 は ， 次 に 掲 げ る 者 の う ち か ら 市 長 が 任 命 す る 。  

⑴  学 識 経 験 を 有 す る 者  

⑵  関 係 団 体 の 代 表 者  

⑶  前 ２ 号 に 掲 げ る 者 の ほ か ， 市 長 が 必 要 と 認 め る 者  

３  委 員 の 任 期 は ， ２ 年 と し ， 補 欠 の 委 員 の 任 期 は ， 前

任 者 の 残 任 期 間 と す る 。 た だ し ， 再 任 を 妨 げ な い 。  

４  審 議 会 に 会 長 及 び 副 会 長 を 1 人 置 き ， 委 員 の 互 選 に

よ っ て 定 め る 。  

５  会 長 は ， 審 議 会 を 代 表 し ， 審 議 会 の 会 務 を 総 理 す る 。

６  副 会 長 は ， 会 長 を 補 佐 し ， 会 長 に 事 故 が あ る と き は ，

そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

審 議 会 の 会 議 で す が ，  

第 ３ 条  審 議 会 の 会 議 は ， 会 長 が 招 集 し ， 会 長 が そ の 議

長 と な る 。  

２  審 議 会 の 会 議 は ， 委 員 の 過 半 数 が 出 席 し な け れ ば 開

く こ と が で き な い 。  

３  審 議 会 の 議 事 は ， 出 席 委 員 の 過 半 数 で 決 し ， 可 否 同

数 の と き は ， 会 長 の 決 す る と こ ろ に よ る 。  
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＜会 議 の公 開 ＞ 

齋 藤 係 長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜定 足 数 報 告 ＞  

齋 藤 係 長  

 

 

 

 

意 見 の 聴 取 等 で す が ，  

第 ４ 条  審 議 会 は ， 必 要 が あ る と 認 め る と き は ， 会 議 に

関 係 者 の 出 席 を 求 め て 意 見 若 し く は 説 明 を 聴 き ， 又 は

必 要 な 資 料 の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。  

（ 庶 務 ）  

第 ５ 条  審 議 会 の 庶 務 は ， 都 市 開 発 部 都 市 計 画 課 に お い

て 処 理 す る 。  

（ 補 則 ）  

第 ６ 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か ， 審 議 会 の 運 営 に

つ い て 必 要 な 事 項 は ， 会 長 が 審 議 会 に 諮 っ て 定 め る 。  

以上となります。  

 
次に， 会 議の公 開 につい て ですが ， 本市に お きまし て は，その

会議状 況 を市民 に 明らか に し，公 正 かつ透 明 な市政 の 推進を図る

として い ること か ら，本 審 議会は ， 資料１ の ４ペー ジ にございま

す，「附属機関等の会議の公開に関する要領」により原則公開とな

ります。  

また， 必 要があ る と認め る ときは 非 公開と す ること が できます

が，会 議 を非公 開 とする 基 準につ い ては， 宇 都宮市 情 報公開条例

第７条 ， 行政情 報 の公開 義 務，各 号 に定め る 非公開 情 報に該当す

る情報 に 関して 審 議等を 行 うとき ， あるい は ，公開 す ることによ

り個人 に 関する 情 報や公 正 かつ円 滑 な議事 運 営に著 し い支障が生

ずると認められるとき，としております。  

会議の 公 開は， 傍 聴を認 め ること に より行 い ます。 あ らかじめ

傍聴を認める定員を定め，傍聴席を設けるものとしております。

同様に 議 事録に つ きまし て も，情 報 公開条 例 第７条 各 号に該当

する情報は，非公開となります。  

なお，本日の会議については，傍聴者は５名でございます。  

 
ここで ， 議事に 入 ります 前 に，事 務 局より 本 会の成 立 について

ご報告いたします。  

本日の会議でございますが，現在出席委員は９名でございます。

これは ， 当審議 会 規則第 ３ 条にご ざ います 『 審議会 は 委員の過半

数の出 席 をもっ て 開催す る 』旨を 満 たして お ります の で，会議の
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＜５．議 事 ＞ 

飯 塚 補 佐  

 

 

 

 

＜仮 議 長 選 出 ＞ 

飯 塚 補 佐  

 

 

 

 

 

各 委 員  

 

飯 塚 補 佐  

 

 

 

 

赤 羽 仮 議 長  

 

 

 

＜５（１）ア 会 長 ・ 

副 会 長 選 出 ＞ 

赤 羽 仮 議 長  

 

 

 

 

永 沼 委 員  

 

成立をご報告いたします。  

 
それでは，早速「５．議事」に入らせていただきます。  

本日の 会 議でご ざ います が ，審議 会 規則第 ３ 条によ り 『会議は

会長が議長となる。』また，会長及び副会長の選出にあたりまして

は，同規則第２条によりまして『委員の互選による。』こととなっ

ております。  

 
本日は ， 委員委 嘱 後最初 の 会議で ご ざいま す ので， ま だ議長の

職務を 行 う方が い らっし ゃ いませ ん 。つき ま しては ， 議長が決定

するまでの間，『仮議長』を選出し，議事を進行してまいりたいと

存じます。『仮議長』の選出について，誠に僭越ではございますが，

事務局に一任いただいてよろしいでしょうか。  

 
異議なし。  

 
ありがとうございます。  

それで は ，本日 出 席の委 員 の中か ら ，本市 の 他の審 議 会でもご

経験が ご ざいま す 赤羽委 員 に仮議 長 をお願 い したい と 存じます。

赤羽委員よろしくお願いいたします。  

 
只今， 事 務局よ り 仮議長 に 指名さ れ ました 赤 羽です 。 議長を努

める会 長 が選任 さ れるま で の間， 皆 様のご 協 力をい た だきながら

議事を ス ムーズ に 進めて い きたい と 考えて お ります の で，よろし

くお願いいたします。  

 

 
それで は ，会長 及 び副会 長 の選出 で ござい ま すが， 先 ほど事 務

局からの 説明があ りました とおり，「 委員の互 選による。」と ご ざ

います。  

委員の皆様，ご意見ございますか。  

 
私は， 前 の景観 計 画策定 懇 談会で も 会長を や られ， 景 観分野で

の造詣 が 深いと 思 われる の で，会 長 にふさ わ しいの で はないかと
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赤 羽 仮 議 長  

 

 

 

 

 

各 委 員  

 

赤 羽 仮 議 長  

 

 

赤 羽 仮 議 長  

 

小 花 委 員  

 

 

赤 羽 仮 議 長  

 

 

 

 
 

各 委 員  

 
赤 羽 仮 議 長  

 
＜会 長 挨 拶 ＞ 

藤 本 会 長  

 

 

 

 

思いますので藤本委員を推薦したいと思います。  

 
只今， 永 沼委員 か ら 藤 本 信 義 委 員 を 会長に 推 薦する 旨 のご意見

がございました。他にご意見ございますか。  

他にご意見がないようですので，お諮りいたします。  

当審議 会 の会長 と して 藤 本 信 義 委 員 を選出 す ること に ついて，

ご異議ございませんか。  

 
異議なし。  

 
ご異議 が 無いよ う ですの で ， 藤 本 信 義 委員 を 会長に 選 出するこ

とに決定いたします。  

 
続きまして，副会長ですが，委員の皆様，ご意見ございますか。

 
建築分 野 の第１ 人 者であ り ，宇都 宮 市の景 観 行政に 永 らくお携

わりになっている岡田委員を推薦したいと思います。  

 
只今， 小 花委員 か ら 岡 田 義 治 委 員 を 副会長 に 推薦す る 旨のご意

見がございました。他にご意見ございますか。  

他にご意見がないようですので，お諮りいたします。  

当 審 議 会 の 副 会 長 と し て 岡 田 義 治 委 員 を 選 出 す る こ と に つ い

て，ご異議ございませんか。  

 
異議なし。  

 
それで は ，議長 を 会長に 交 替いた し ます。 ご 協力あ り がとうご

ざいました。 藤 本 会長お願いいたします。  

 
只今，会長に推薦いただきました 藤 本 です。  

一言，ご挨拶申し上げます。  

今まで ， まちな み 景観賞 を はじめ ， いろい ろ な形で 市 の景観づ

くりの お 手伝い を させて い ただき ま したが ， 多少な り とも市民意

識の高 揚 になっ た のかな と 思いま す が，ご 案 内のと お り平成１６
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＜４（１）イ 

運 営 要 領 ＞ 

藤 本 会 長  

 

 

 

 

 

事 務 局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年に景 観 法施行 と いうこ と で，宇 都 宮市も 景 観行政 団 体というこ

とになり，この景観計画を策定することになりました。  

前年度 は ，景観 計 画策定 の 準備段 階 として 宇 都宮市 景 観計画策

定懇談会で意見の取りまとめをさせていただきました。  

今後， ま すます 美 しい宇 都 宮市の 景 観づく り ，平た く 言えば風

景づく り に向け て ，副会 長 共々こ の 景観づ く りにむ け て努力して

参りたいと思っております。  

 

それで は ，会議 次 第に従 い 会議を 進 めてま い ります が ，まず，

当審議会の運営について，審議会規則第６条により，『審議会に諮

って定める。』こととなっております。  

そのた め ，事務 局 より説 明 をいた だ き，そ の 後，ご 質 問，ご意

見をいただきたいと思います。事務局より説明をお願いします。

 
それで は ，説明 い たしま す 。資料 は ，宇都 宮 市景観 審 議会関係

資 料 の ２ 枚 目 の 裏 面 に な り ま す 。 宇 都 宮 市 景 観 審 議 会 運 営 要 領

（案） と いうこ と で，こ ち らにつ き まして は ，宇都 宮 市景観審議

会規則 第 ６条の 規 定に基 づ き，審 議 会の運 営 につい て の事項を定

めてい る もので す 。宇都 宮 市の他 の 審議会 と 同様に 運 営上の一般

的な事 項 を定め て いるも の で，特 に 景観審 議 会とし て 特別な事項

を定めているものはありません。  

それでは，内容をご確認いただくために，当審議会運営要領（案）

を読ませていただきます。  

（趣旨）  

第１条  この要 領 は，宇 都 宮市景 観 審議会 規 則（以 下 「規則」と

いう。）第６条の規定に基づき，宇都宮市景観審議会（以下「審

議会」という。）の運営に関し，必要な事項を定めるものとする。

（会議の公開）  

第２条  審議会 の 会議は ， これを 公 開とす る 。ただ し ，議長は，

出席し た 委員の ２ 分の１ 以 上が必 要 がある と 認める と きは， 非

公開とすることができる。  

２  議 長 は，必 要 がある と 認める と きは， 傍 聴人の 数 を制限し，

又は傍聴人を退場させることができる。  

（議事録）  
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藤 本 会 長  

 

 

永 沼 委 員  

 

 

 

 

 

 

事 務 局  

 

 

 

 

 

 

 

第３条  審議会 の 会議に つ いては ， 議事録 を 作成し ， 出席者の氏

名，会議の概要その他重要な事項を記載しなければならない。

２  議 事 録には ， 議長が 指 名する 委 員２名 が 署名し な ければなら

ない。  

（議案の送付）  

第４条  会長は ， 会議の 開 催日の ５ 日前ま で に，会 議 の議案を委

員に通 知 しなけ れ ばなら な い。た だ し，会 長 が，急 務 を要す る

と認めた議案については，この限りではない。  

（委員の発言）  

第５条  委員及 び 幹事等 の 発言は ， 会長の 許 可のも と に行うもの

とする。  

以上の内容となります。  

この内 容 をご審 議 いただ き ，ご意 義 がなけ れ ば，本 日 から適用と

考えております。  

以上で説明を終わります。  

 
事務局 か らの説 明 が終わ り ました 。 ご質問 ・ ご意見 等 ありま し

たらお願いします。  

 
参考ま で にお聞 き したい の ですが ， 傍聴人 の 数の制 限 につい て

ですが ， その前 に 先ほど 「 付属機 関 の会議 の 公開に 関 する要領」

で，５公開の方法で「（２）傍聴を認める定員をあらかじめ定め」

となっ て いるが ， 定員を ど のよう に 定めて い るのか 。 今回は，こ

の定員 を 何名と 定 めてい る のか。 ま た，そ の 理由は 何 か。をお聞

きしたい。  

 

 基本 的 に傍聴 人 の人数 を 制限す る 規則は ご ざいま せ ん。実際に

会議の 運 営上の 問 題とな り ます。 会 議室の 容 量で， そ の人数が決

まって き ます。 今 回は， ２ ０名の 定 員とな っ ており ま すが，これ

が２２ 名 となっ て しまっ て も，会 議 は公開 で すので 入 れるだけは

許容す る ことで 考 えてい ま す。部 屋 によっ て は，１ ０ 名となるこ

ともあ り ます。 し たがっ て ，会議 室 の容量 で 決まっ て きてしまう

ということでご了解いただければと思っております。  
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藤 本 会 長  

 

 

各 委 員  

 

藤 本 会 長  

 

＜議 事 録  

署 名 委 員 指 名 ＞ 

藤 本 会 長  

 

 

＜５（２）審 議 ＞ 

藤 本 会 長  

 

 

＜会 議 公 開 決 定 ＞ 

藤 本 会 長  

 

 

 

 

 
各 委 員  

 
藤 本 会 長  

 

 

関  課 長  

 

 

 

 

 

ご意見 ・ ご質問 も 出尽く し たよう で すので ， 宇都宮 市 景観審 議

会運営要領（案）についてはよろしいでしょうか。  

 
異議なし。  

 
それでは，運営要領（案）の（案）を消していただきます。  

 

 
それで は ，会議 次 第に従 い 会議を 進 めてま い ります が ，まず，

当運営 要 領第３ 条 に基づ き まして ， 本日の 会 議の議 事 録署名委員

といた し まして ， 小花伸 子 委員と 上 田由美 子 委員の 両 名を指名い

たします。よろしくお願いいたします。  

 
それでは，議事に入ります。  

本日 の 議 題と い た しま し て，（２ ）「宇 都宮 市 景 観計 画 （ 案） に

ついて」の１件がございます。  

 
まず， 議 事に先 立 ちまし て ，会議 の 公開， 非 公開に つ いて確 認

いたします。  

本日の案件につきましては，会議は公開とさせていただきます。

よろし い でしょ う か。そ れ では， 引 き続き 記 者の方 の 写真やビデ

オ撮影を許可したいと思います。  

 
異議なし  

 
それ で は ，事 務 局 より 説 明 をい た だ き， そ の 後， ご 質 問， ご 意

見をいただきたいと思います。事務局より説明をお願いします。

 
 それ で は，諮 問 事項と し まして 「 宇都宮 市 景観計 画 （案）につ

いて」ご説明いたします。  

資料２をご覧ください。  

第１に目的ですが，本市では，平成３年に「都市景観基本計画」

を，ま た 平成１ ３ 年には 「 都市景 観 ガイド ラ イン」 を 策定し，平

成７年 に は「大 規 模建築 物 等の届 出 」を実 施 するな ど ，良好な景
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観形成 に 努めて ま いりま し た。ま た ，平成 １ ６年景 観 法の施行に

より，本市は景観行政団体となり，景観法の制度の一つである「景

観計画 」 を策定 す ること で ，法に 基 づく規 制 ・誘導 を 行うことが

可能となったため，「宇都宮市景観計画」を策定するものでありま

す。  

 第２ に 現状と 課 題です が ，現在 本 市にお き まして は ，平成３年

に策定 し ました 「 都市景 観 基本計 画 」を基 に ，様々 な 施策に取り

組んでおります。一つは「規制・誘導」，二つ目は「市民意識の高

揚」，三つ目は「組織・体制づくり」など，主に３つの体系化を図

り，取り組んでまいりました。  

まず「 規 制・誘 導 」につ き まして は ，先ほ ど の「大 規 模建築 物

等景観 形 成届出 要 綱」や 屋 外広告 物 条例に よ る広告 物 の規制・誘

導，住 宅 団地等 の 「地区 計 画」に よ る建築 行 為の規 制 ・誘導など

に取り組んでおります。  

「市民意識の高揚」につきましては，「まちなみ景観賞」の表彰

制度や 「 景観出 前 講座」 の 開催， Ｊ Ｒ宇都 宮 駅西口 や 地元自治会

などによる景観法の周知活動などに取り組んでおります。  

「組織 ・ 体制づ く り」に つ きまし て は，平 成 ８年に 専 門係を 設

置し， 違 反広告 物 除却ボ ラ ンティ ア 制度の 創 設など に 取り組んで

おります。  

 （２ ） の現状 と 課題で す が，こ の ような 取 り組み の 中，本市の

現状と し まして は ，議会 等 から景 観 上の「 規 制」を 伴 う条例の制

定が叫 ば れてお り ，世論 調 査でも 何 らかの 景 観上の 規 制はやむを

得ない と いう意 見 が７割 を 越えて お ります 。 また大 谷 地区では，

奇岩群 が 国の名 勝 指定を 受 けたこ と で，文 化 的景観 と しての重要

性も増 し てまい り ました 。 右側の 社 会情勢 の 変化で は ，３にあり

ますように国におきましては，平成１５年に観光立国を目指し「美

しい国 づ くり政 策 大綱」 が 示され ， これを 受 けた形 で 平成１６年

に景観法が公布されました。  

 この よ うな状 況 の中， 下 の課題 で ありま す が，市 の 景観形成に

対する指導力が求められてきておりますが，  

・  規制には地元住民の合意形成が必要なこと。  

・  魅 力 あ る 景 観 形 成 に は ， 地 域 の 景 観 特 性 を 活 か し た 方 針 が

必要なこと。  
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・  現 行 の 規 制 ・ 誘 導 で は ， 法 的 担 保 が な く ， 十 分 な 指 導 が 出

来なかったこと。  

などの 課 題があ り ，規制 ・ 誘導の 実 効性が 不 可欠な も のと考え，

景観法 に 基づく 「 景観計 画 」の策 定 が有効 で あると の 結論に至っ

たものであります。  

 第３ に 本計画 の 位置付 け であり ま すが， 本 市の基 本 的なまちづ

くりの 方 針であ り ます「 総 合計画 」 や「都 市 マスタ ー プラン」を

踏まえまして，「都市景観基本計画」や「都市景観ガイドライン」

を継承 し つつ， そ の他の 関 連計画 と の整合 性 を図り と ともに，市

民，事 業 者，市 の 協働の も と，本 市 の魅力 あ る景観 形 成の保全・

創出のため，策定する計画であります。  

 第４ に 計画の 策 定体制 及 び策定 の 経過で あ ります が ，平成１７

年に庁 内 組織で あ ります 景 観計画 策 定委員 会 を立ち 上 げ，昨年度

には， 学 識経験 者 や関係 団 体及び 公 募委員 で 構成す る ２０名から

なる策 定 懇談会 を 開催し ， 様々な 観 点から ご 意見， ご 要望をいた

だくと と もに， 今 年の２ 月 には， パ ブリッ ク コメン ト を行いまし

て，広 く 市民か ら の意見 も いただ き ，３月 ２ ９日に 当 懇談会から

の提言を受けたものであります。  

 こう し た中， 本 年３月 末 日には 旧 上河内 町 ，旧河 内 町と合併と

なり，人口５０万の新宇都宮市となりました。  

 これ を 受けま し て，本 市 の景観 施 策を行 っ ていく 上 で，新市一

体とな っ て景観 に よるま ち づくり を 進める 必 要があ り ，旧２町を

含めた 「 景観計 画 」とす る ため， 上 河内地 域 ，河内 地 域での意見

交換会 を 開催し ， 意見の 集 約を図 り ，本計 画 に組み 入 れたところ

であります。  

 第５ に 計画（ 案 ）の内 容 ですが ， 計画書 （ 案）と し て資料３，

概要版として参考資料１を提示させていただきました。  

この２つの資料を元に説明させていただきます。  

まずは，参考資料１をご覧ください。  

 これが，宇都宮市景観計画（案）の概要となります。  

左上か ら 序章と い たしま し て，景 観 計画の 概 要，左 下 の第１ 章

の景観 計 画区域 か らはじ ま りまし て ，全部 で ５章だ て となってお

ります。  

 ご承 知 のよう に この景 観 計画は ， 景観法 に 基づき 策 定されるも
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のであ り ますこ と から， 法 で規定 さ れた事 項 につき ま しては，第

１章か ら 第４章 ま でを， 第 ５章で は ，景観 計 画をよ り 充実したも

のとなるよう，今後の取組みにつきまして述べております。  

 それ で はまず ， 序章に つ いてで あ ります が ，１に 背 景と目的，

２では 性 格と役 割 ，３で は 位置づ け ，４に 本 市の良 好 な景観形成

を行う 上 で，市 民 ，事業 者 ，市の そ れぞれ の 立場に お いて，役割

と責務 が 求めら れ ます。 ま た，良 好 な景観 形 成の実 現 は，お互い

に連携 ・ 協力し 合 って始 め て成し 得 るもの と 考えて お ります。こ

のよう な ことか ら ，市民 ， 事業者 ， 市のそ れ ぞれの 役 割を明記す

るとと も に，市 民 と行政 が 一体と な って良 好 な景観 形 成を推進す

ることとしております。  

 次に ， 第１章 の 景観計 画 の区域 に ついて で ありま す が，本市の

誇れる 景 観は， 市 内各所 に 点在し て おりま す 。また ， 一部の人々

だけで 景 観形成 を 行うこ と では， 魅 力ある 景 観の持 続 的発展は望

めません。本市におきましても，「まちなみ景観賞」や「うつのみ

や百景 事 業」な ど 景観に 対 する市 民 意識の 向 上を図 る とともに，

周辺の 景 観に影 響 を及ぼ す 大規模 な 建築物 な どは， 事 前に届出を

させるなど，全市的に取り組んできたところであります。  

このよ う なこと か ら，今 後 もこの 取 組みを 継 続させ ， 魅力あ る

景観を 保 全・創 出 するた め ，宇都 宮 市全域 を 景観計 画 区域として

おります。  

 また そ の中で も ，赤枠 に ありま す ように ， 大谷地 区 や中心市街

地，羽黒山や白沢宿など宇都宮を代表する誇れる景観の地域を「景

観形成 重 点地区 」 として 位 置付け ， また， 地 域住民 が 自ら景観形

成を行 う 地域を 「 景観形 成 推進地 区 」とし て 位置付 け ，さらにき

め細かな規制・誘導を行っていこうというものであります。  

次に冊子の資料３のＰ１１をご覧ください。  

 本 市 の 誇 れ る 景 観 を 景 観 形 成 重 点 地 区 候 補 地 域 と し ま し て ，

「個性 あ る景観 」 及び「 郷 土の景 観 」を示 し ており ま す。また，

Ｐ１２ に は，本 市 の中心 市 街地と し て釜川 プ ロムナ ー ドや宇都宮

城址公園など「まちのシンボル景観」を示しております。  

 この よ う候補 地 域を明 記 するこ と によっ て ，今後 は 重点地区の

指定に向けて取り組んでまいりたいと考えております。  

参考資料１にもどっていただきまして，次に，真ん中の上段
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の第２章良好な景観形成の方針でございますが，こちらの方針

につきましては，すでに「都市景観基本計画」及び「都市景観

ガイドライン」が策定されておりますので，基本的にこれらを

継承していくこととし，また，都市計画マスタープランとの整

合も図っております。 

したが い まして，（ １）基 本 目標，（ ２ ）５つ か ら成る 基 本方針

につきま しては，「 都市景観 基本計画 」から継 承し，（３ ）地 域 別

景観形 成 の方針 に つきま し ては， 景 観特性 か ら「都 市 景観ガイド

ライン 」 により ま す５つ の 景観ゾ ー ンに分 け ると同 時 に，都市計

画マス タ ープラ ン におけ る 地域別 計 画を踏 ま え，４ つ の地域に区

分し， さ らには ， 旧２町 の 「上河 内 地域」 及 び「河 内 地域」を含

め，合 わ せて６ つ の地域 に 区分し ， 本市の 良 好な景 観 形成の方針

を示すものであります。  

再び資料３のＰ１７をご覧ください。  

こちら が 地域別 の 景観類 型 図とな り ます。 旧 宇都宮 市 におき ま

しては「北西部地域」「中央地域」「東部地域」「南部地域」の４地

域に分類されており，さらに旧２町の「上河内地域」「河内地域」

の２地域を加えて，全部で６地域となっております。  

また， Ｐ １６ペ ー ジにあ り ますゾ ー ン別景 観 としま し ては， 旧

宇都宮 市 ，旧上 河 内町， 旧 河内町 そ れぞれ の 都市計 画 マスタープ

ランを踏 まえなが ら，「山地 丘陵景観 ゾーン」「 田園集落 景観 ゾ ー

ン 」「 住 宅 地 景 観 ゾ ー ン 」「 都 心 景 観 ゾ ー ン 」「 工 業 流 通 景 観 ゾ ー

ン」の５つのゾーンに分類しております。  

これら の 地域別 の 景観形 成 方針と し て，Ｐ １ ８ペー ジ 以降か ら

それぞれ６地域ごとに方針を述べております。  

再び参 考 資料１ に もどり ま して， 右 側上段 の 第３章 良 好な景 観

形成のための行為の制限についてご説明いたします。  

景観法 に 基づく 景 観計画 は ，この 計 画で行 為 の制限 を 盛り込 む

ことによって，規制・誘導が行える仕組みとなっております。  

まず， １ の市全 域 におけ る 制限に つ きまし て は，大 規 模行為 に

おける届出の義務であります。（１）大規模行為の届出対象範囲と

しまし て は，建 築 物につ い ては， 高 さ１０ ｍ を超え る もの又は建

築面積が１，０００㎡を超えるものが対象となります。  

また， 工 作物に つ きまし て も，高 さ １０ｍ を 超える も の又は 築



 
 - 18 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

造面積 が １，０ ０ ０㎡を 超 えるも の などと な ってお り ます。その

ため， 屋 外広告 物 につき ま しても ， 高さ１ ０ ｍを超 え るものにつ

きましては，届出をしていただくことになります。  

（２） 行 為の制 限 内容に つ きまし て は，様 々 な規定 が されて お

ります が ，特に 建 築物の 屋 根又は 外 壁など は ，落ち 着 いた色彩と

いうこ と で彩度 ３ 以下に す ること と なって お ります 。 また，広告

物につ き まして も 周囲の 景 観に調 和 した色 彩 及びデ ザ インにする

ことなどと規定しております。  

さらに ２ の景観 形 成重点 地 区の制 限 につき ま しては ， 今後地 元

住民の み なさま の ご意見 を 聴きな が ら，地 区 ごとに 定 められる行

為を届 出 対象と し て，行 為 の規模 ， 制限内 容 につい て 別途地域独

自のルールづくりを行うこととしております。  

再び資料３のＰ３１をご覧ください。  

こちら が ，良好 な 景観形 成 のため の 行為の 制 限とな り ます。 届

出対象 行 為につ き まして は ，先ほ ど ご説明 し たとお り でございま

すが， 工 作物に つ きまし て は，下 段 の表４ の ように 種 別によって

届出対象規模が違っております。また，開発行為につきましても，

表３に あ ります よ うに開 発 面積が １ ０，０ ０ ０㎡を 超 えるものに

ついては，届出の対象としたところでございます。  

Ｐ３２をご覧ください。  

こちら が 行為の 制 限内容 と なって お ります 。 基本的 に は，こ れ

まで本 市 で行っ て おりま し た「大 規 模景観 形 成届出 制 度」のガイ

ドラインを制限内容としております。主な項目としましては，  

外部空間につきましては，「全面空地」として壁面後退を出来る

だけ行う 。建築要 素につき ましては，「屋根」「 外壁」と して 彩 度

（３以下）を抑えた色にする。附属施設については，「照明」など

によっ て ，特に 商 店街で は 賑わい の 演出を 図 ること 。 工作物につ

いては ， 周囲の 景 観に調 和 した位 置 ，規模 ， 色彩及 び デザインと

するこ と 。また ， 共通項 目 として ， 既存の 樹 木・地 形 などの自然

条件を活かす工夫をする。などとしております。  

再び参 考 資料１ に もどり ま して， 次 に第４ 章 につき ま しては ，

その他 の 事項と な ります が ，いわ ば 第１章 か ら第３ 章 までが必須

事項で あ り，第 ４ 章につ い ては選 択 事項と な ってお り ます。しか

しなが ら ，今後 の 景観施 策 を行う 上 で，重 要 なもの と 考えますこ
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とから３項目について記載しております。  

まずは ， 屋外広 告 物であ り ます。 現 在は， 本 市の屋 外 広告物 条

例に基づき規制・誘導を行っておりますが，景観形成を行う上で，

屋外広 告 物は重 要 な要素 と なるも の であり ま す。そ の ため，法律

面でも 景 観法と 屋 外広告 物 法は互 い に連携 し あうこ と となってお

り，今 後 指定予 定 の景観 形 成重点 地 区など で は，こ の 屋外広告物

の規制 を 盛り込 ん でいく こ とで考 え ており ま す。今 回 の景観計画

では，基本的な考え方までを記載しております。  

次に２の景観重要建造物及び樹木に関する事項であります。  

まちの シ ンボル や 個性の 創 出など ， その地 域 におい て 重要な 建

造物及 び 樹木に つ きまし て は，景 観 重要建 造 物及び 樹 木として指

定し，積極的に保全・活用を図ろうとするものであります。  

次に３ の 景観重 要 公共施 設 の整備 で ありま す 。公共 施 設は， そ

の地域 の 景観の 骨 格をな す もので あ り，先 導 的な役 割 を果たすよ

う努め る ことと し て，基 本 的考え 方 を示し ， 景観重 要 公共施設と

して位置付けていこうとするものであります。  

最後に 第 ５章と い たしま し て，今 後 の取り 組 みにつ い てであ り

ます。本計画を策定しただけでは，良好な景観形成は図れません。

この計 画 を市民 や 事業者 に 周知・ Ｐ Ｒを行 う など， 啓 発活動を進

めるこ と ，さら に は，現 在 取り組 ん でおり ま す表彰 事 業などの拡

充に努めながら，市民意識の高揚に努めることであります。  

 次に ２ の重点 地 区の推 進 であり ま す。こ れ は，先 ほ ど説明いた

しまし た ，宇都 宮 を代表 す る誇れ る 景観の 地 域にお き まして，積

極的に 指 定を行 っ て参り ま すが， そ の規制 内 容につ い ては，まず

できる こ とから 始 め，徐 々 にレベ ル を上げ て いくな ど の段階的な

対応や さ らに厳 し い制限 を 加える た めの手 法 を取り 入 れるなど，

地域の 特 性を活 か したル ー ル作り を 推進し て 行こう と 考えており

ます。  

 ３つ 目 には， 協 働によ る 景観づ く りであ り ます。 最 初にご説明

いたし ま したが ， 良好な 景 観形成 は ，市民 ， 事業者 ， 行政がパー

トナー シ ップの も とに協 力 し合わ な ければ 実 現は困 難 なものと考

えられ ま す。こ の ような こ とから ， 市民参 加 を促進 す ることや市

民から の 提案制 度 などを 活 用しな が ら進め て 参りた い と考えてお

ります。  
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 以上が，「宇都宮市景観計画（案）」の内容となっております。

資料２の２枚目をご覧ください。  

 今回 の 「景観 計 画」の お さらい に なりま す が，こ の 計画の特徴

としま し ては， １ つ目は ， 合併町 を 含めた 市 全域を 景 観計画の区

域とし ， 市民， 事 業者， 市 の役割 を 明記す る など， 全 市的に取り

組むこ と を示し た こと。 ２ つ目は ， 今後指 定 予定の 「 景観形成重

点地区 」 の候補 地 域を明 記 してい る こと。 ３ つ目は ， 候補地域の

属する ゾ ーンご と の景観 形 成に関 す る方針 を 明記し て いるため，

具 体 的 な 規 制 内 容 に つ い て 本 計 画 を も と に 地 元 調 整 に 臨 め る こ

と。４ つ 目は， こ れまで 本 市で行 っ てきた 大 規模建 築 物等の届出

対象を 高 さ１５ ｍ の建築 物 から， ３ 階建て 相 当の１ ０ ｍの建築物

に広げ，景観誘導を強化していること。であります。  

 また ， この「 景 観計画 」 を運用 す るため に は，条 例 が必要とな

りますので，条例（案）についてご説明いたします。  

参考資料３をご覧ください。  

 （仮称）宇都宮市景観条例（案）のイメージとなっております。

左側下 段 の条例 の 主な内 容 としま し て，１ か ら７項 目 を挙げさせ

ていただいております。  

 １の 目 的につ き まして は ，本市 の 基本理 念 や景観 法 の必要事項

を定め る ことに よ って， 宇 都宮ら し い良好 な 景観形 成 を図ろうと

するも の であり ま す。２ の 基本理 念 につき ま しては ， 本市の良好

な景観 形 成の基 本 となる も のを規 定 する予 定 であり ま す。３の景

観計画 の 手続き に つきま し ては， 今 回の「 景 観計画 」 の策定，あ

るいは 今 後の重 点 地区の 指 定など に より「 景 観計画 」 を変更する

ときは ， 景観審 議 会の意 見 を聴く こ ととす る などを 定 める予定で

ありま す 。４の 景 観形成 重 点地区 に つきま し ては， 今 回「景観計

画」の中で，本市独自の制度としまして，「景観形成重点地区」及

び「景 観 形成推 進 地区」 を 設けま し たので ， 条例に お いても規定

をする 予 定であ り ます。 ５ の行為 の 届出に つ きまし て は，資料右

側の一 番 下をご 覧 くださ い 。景観 法 に基づ き ます景 観 計画区域を

定めま す と自動 的 にすべ て の建築 物 等が届 出 の対象 と なります。

そのた め ，今回 の 「景観 計 画」で は ，届出 対 象の建 築 物につきま

しては ， 高さ１ ０ ｍを越 え るもの と 規定し て おりま す ことから，

条例に お きまし て ，高さ １ ０ｍ以 下 につい て は，届 出 対象行為か
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ら除外する旨の規定が必要となります。  

 また ， 今後， 重 点地区 を 指定し て いくに あ たって は ，この除外

する規 模 につい て もそれ ぞ れの地 区 によっ て ，変わ っ てくること

になるかと思います。  

 ６の 勧 告の手 続 きにつ き まして は ，これ ら の届出 さ れた内容に

ついて ， 協議さ せ ていた だ き，必 要 な助言 ・ 指導を 行 いながら，

適正な誘導を図ろうとするものであります。  

 以上が，条例の内容となっております。  

条例の 基 本的な 枠 組みは ， このよ う な形で 考 えてお り まして ，

現在，部内調整を図っております。  

最後に 資 料２に も どって い ただき ま すが， 今 後のス ケ ジュー ル

でござ い ます。 来 月６日 に 「都市 計 画審議 会 」を開 催 しまして，

ご意見 を いただ き ，その 後 ，庁内 手 続きに 入 りまし て ，８月の庁

議で策定し，公表の予定であります。  

 また ， 条例に つ きまし て は，秋 に 上程す る 予定で あ ります。そ

の後， ３ か月の 周 知期間 を 経まし て ，来年 １ 月施行 を 目指して参

りたいと考えております。  

今回の 計 画は， 本 市全体 の 景観形 成 の方針 を 示し， 景 観法を 根

拠とし て ，より 実 効性の あ る景観 形 成への 第 １ステ ッ プとして考

えております。  

 今後 ， 景観形 成 重点地 区 などを 推 進しな が ら，宇 都 宮の「顔」

となる 景 観の形 成 を目指 し ，魅力 あ る都市 景 観とな る よう努めて

まいりたいと考えております。  

以上で ， 宇都宮 市 景観計 画 （案） の 説明を 終 わりま す 。よろしく

ご審議の程お願いします。  

 
事務局 か らの説 明 が終わ り ました 。 宇都宮 市 全体の 計 画とな っ

ており ， 濃い内 容 のもの と なって お ります が ，ご質 問 ・ご意見等

ありましたらお願いします。  

 

８年前 ま で，河 川 や緑地 関 係の実 務 に携わ っ てきま し たが， 今

は，大 学 の研究 室 でまち づ くりの 調 査・研 究 をしな が ら，主に市

民活動をしております。景観で言えば，「人・まち・景観フォーラ

ム」と い うグル ー プに所 属 してお り まして ， そのグ ル ープを代表
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して， よ り市民 感 覚に近 い 立場か ら の意見 と して， ご 了解いただ

けたらと思います。  

まず２ 点 ありま し て，１ 点 目は， 重 点地区 の ことで す が，方 針

やルールはこれから作ることになると思いますが，例えば，大谷，

歴史軸 ， ＪＲ駅 前 は，公 共 的な性 格 を有す る 景観だ と 思います。

そのた め ，この よ うな地 区 のルー ル を決め る ときに ， その地区の

住民だ け でなく ， より広 い 範囲の 市 民も関 与 できる 仕 組みがほし

いと思 う 。これ は ，昨年 来 から二 荒 山神社 前 の再開 発 について，

賛成， 反 対の議 論 があり ま したが ， 結果が ど うあれ ， 関心のある

市民が か なり多 か った。 そ の人達 が ，自分 の まちの シ ンボルとな

るよう な 場所の 景 観づく り につい て は，積 極 的に提 案 したいし，

関わり た いと思 っ ている 。 仕組み と して， こ れらを 実 現できよう

なもの が ほしい 。 この公 共 的な景 観 を誰が ど う決め る のかという

ことで す が，例 え ばアン ケ ート調 査 なり， 一 定数以 上 の署名が得

られたら，一般市民も関与できるような仕組みがほしい。  

２点目 で すが， こ の計画 が できた 後 の運用 が 重要に な ってく る

と思う。庁内の関連する部署にどれだけ浸透するのか心配である。

市民へ の 周知は 重 要だが ， それ以 前 に庁内 の 関連部 署 ，あるいは

県庁，意外に県と市の連携が図られていない部分もありますので，

きちんと連携していただきたい。  

 
２点あ り まして ， １つ目 が 重点地 区 の指定 の 中で， 地 区住民 だ

けでな く ，うま く 市民参 加 を促す 仕 組みが 必 要では な いか。２つ

目は， 計 画の実 効 性をち ゃ んとし て ほしい と いうこ と です。行政

内部への波及効果や県，あるいはそのような団体との連携をする。

 
例えば 大 谷地区 な ど，重 点 地区の 指 定をす る ときに は ，地元 説

明会を 何 回か行 う ことに な ります が ，この ル ールで ど うかという

ことな ど ，ご意 見 を伺い な がら， 推 進して い きなが ら ，重点地区

がまと ま ってい く ことに な ると思 い ますが ， 地区外 の 人たちは参

加して は ならな い という こ とでは な く，公 民 館や地 区 市民センタ

ーなど で ，誰で も 入れる よ うな形 で ，話し 合 いを行 っ ていく予定

であります。  

ただし ， 規制が 伴 うもの で ありま す ことか ら ，ルー ル づくり の
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内容に よ ります が ，地区 外 の規制 意 見と実 際 に規制 さ れる地区内

の人との調整は必要になってくると思われます。  

また， 市 は当然 で すが， 県 や国あ る いは国 の 外部機 関 などが あ

ります の で，例 え ば，国 で は橋脚 の 色を決 め るにあ た っても市の

意見を い ただく な ど景観 形 成に感 心 があり ， 市から も 積極的にこ

の景観計画を周知していきたいと考えております。  

 
まちづ く りで， 利 害関係 者 （ステ ッ プホル ダ ー）は ど こまで な

のか。 景 観づく り では， あ いまい な 部分が 多 いので ， その辺につ

いても検討していただければと思います。  

 
資料３ の 第５章 に ついて ， 概念図 の ところ で ，景観 協 議会が 位

置づけ さ れてい る が，今 と は違っ た システ ム で動く こ とになるの

か。利 害 関係者 だ けでな く ，みん な で考え て いこう と いうシステ

ムが出来ているようにみえますが。  

 
地域ご と に景観 協 議会を 作 り上げ て いくこ と になる と 思いま す

が，す で に景観 協 議会が あ るわけ で はなく ， これか ら 作っていく

ことになります。  

 
その景 観 協議会 の 中に， よ り広い 範 囲の市 民 は入れ る のでし ょ

うか。 例 えば歴 史 軸の景 観 協議会 と して， 中 心市街 地 以外の人た

ちが，その協議会に入ることは可能なのでしょうか。  

 
仕組み と しては ， 出来る こ とにな っ ている 。 その内 容 にもよ り

ますが，システムとしては可能であります。  

 
ステップホルダーの範囲として，歴史軸の地権者のみではなく，

一般市 民 にとっ て ，景観 づ くりと し て参加 す る機会 を 確保してほ

しい。ということだと思います。  

 
今後，運営方法など検討して参ります。  

 
資料２ の ２枚目 の 良好な 景 観形成 の ための 行 為の制 限 につい て
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でありますが，２の景観形成重点地区等における制限で，「地区ご

とに定 め られる 行 為を届 出 の対象 」 として と いう意 味 がよくわか

らない が ，具体 的 にどの よ うなこ と を言っ て いるの か 教えていた

だきたい。  

 
市全域 に ついて は ，１０ ｍ を超え る ものを 届 出対象 と したわ け

ですが ， 例えば ， ここの 重 点地区 で は１０ ｍ よりも っ と厳しい規

制をし た いと地 区 の合意 が 得られ れ ば，届 出 を８ｍ に するという

決め方ができることであります。  

 
今回の 景 観計画 は ，誘導 が 主体に な ると思 う 。規制 を 厳しく す

れば， 私 有財産 権 の侵害 な ど難し い 問題も あ ると思 う ので，誘導

していく，協力をお願いするということになる。  

具体的 な 例とし て ，今， 商 工会議 所 ではホ テ ルの建 築 ラッシ ュ

で，ビ ジ ネスホ テ ルなど 九 州に本 社 のある 大 手の会 社 は，建築確

認をするのに九州で確認ができる。民間で建築確認ができるので，

今回の景観計画の届出で彩度３以下などの指導ができるのか。  

 
市では ， 大規模 建 築物の 届 出制度 を 建築指 導 課で行 っ ており ま

す。建 築 基準法 上 の建築 確 認も同 じ 建築指 導 課で行 っ ておりまし

て，民 間 でも建 築 確認が で きます が ，建築 基 準法の 建 築確認時点

で景観 計 画の届 出 がなさ れ ていな い ことが 判 明すれ ば ，届出を行

ってい た だく。 そ こで， 基 準内容 に 合わせ て いただ く ようにする

ことで考えております。  

 
これに 関 連する こ とで， 参 考資料 １ の届出 対 象行為 の 建築物 に

ついて は ，資料 を 簡略化 し すぎて ， この内 容 を素直 に 読めば，高

さ１０ ｍ を超え か つ建築 面 積１， ０ ００㎡ を 超える も のと読める

ので， こ れは「 又 は」を 入 れない と 勘違い さ れてし ま う。誤解の

ないようにしていただきたい。  

 
広告物 の 制限に つ いて， 周 りの景 観 と配慮 し た色彩 や デザイ ン

とする こ とにな っ ている が ，判断 す る基準 は ，なか な か難しいと

思うが ， ガイド ラ インの よ うなも の を作る の か。ど う いう方向で
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進められていくのか伺いたい。  

 
現在， 市 ではこ の 色彩に つ いて， 色 彩ガイ ド ライン を 作成し て

いくこ と で考え て おりま す 。そこ で 一定の ガ イドラ イ ンを設定し

て指導 で きるよ う なこと で 考えて お ります 。 また， 景 観アドバイ

ザー制 度 も活用 し まして ， 一定の 指 導を行 っ ていこ う と考えてお

ります。  

 
都心部 グ ランド デ ザイン を 市では 作 成した が ，基本 的 には， こ

れらも 踏 まえた 形 で，今 後 中心市 街 地を整 備 してい く ことになる

と思い ま すが， こ れらグ ラ ンドデ ザ インな ど との整 合 も図られて

いるのでしょうか。  

 
基本的 に は，各 種 行政計 画 との整 合 を図り な がら， 計 画を策 定

してお り ます。 あ くまで も ，この 計 画が出 来 たから と いって終わ

りでは な く，今 後 の重点 地 区を含 め ，必要 に よって 内 容を加えて

いくことで考えております。  

 
景観阻 害 要因に は ，グレ ー ゾーン が 多く， 例 えば屋 外 広告物 法

の範囲 で なかな か 制限で き ない企 業 のイメ ー ジカラ ー などは，建

物自体 を ラッピ ン グさせ て 同一の 色 彩にし て ，広告 内 容部分は小

さいも の もある 。 重点地 区 では， あ いまい な 部分を 検 討できるよ

うな，文章だけで見ただけではわかりづらい面もあると思うので，

好まし く ない例 を 挙げて ， 具体例 を 示して い けば， 市 民レベルで

はわか り やすい の ではな い でしょ う か。確 か ，滋賀 県 でこのよう

なパン フ レット を 作成し て いたよ う な気が す る。例 え ば，届出対

象以下 の もので も ，景観 上 の配慮 が 必要な ガ イドラ イ ンを作って

いただきたい。  

 
これは ， この景 観 審議会 と 屋外広 告 物審議 会 との連 携 で，詰 め

ていけば良いと思うので，ぜひご提案いただければと思います。

 
今後， 色 彩ガイ ド ライン を 作成す る 際には ， このよ う な好ま し

くない 事 例など を 載せな が ら，ま た ，重点 地 区など の 地元に入っ
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ていく た めには ， 市民に わ かりや す いパン フ レット を 作成しなけ

ればな ら ないと 思 ってお り ますの で ，ご協 力 の程よ ろ しくお願い

します。  

 
行為の 制 限の中 で ，共通 項 目とし て 植栽緑 化 とある が ，実際 に

小さな 花 壇を作 る のでも 緑 化にな る 。です か ら，開 発 行為に対し

て，具 体 的にど の くらい ま で，と い う形を 決 めてい か ないといけ

ないの で はない で しょう か 。例え ば ，街中 に しても 郊 外にしても

大きな開発をした場合，必ずそこには，高木が何本，低木が何本，

種類は 何 か。開 発 に対す る 緑化面 積 など， 目 安がな い と自由裁量

になってしまう。  

工場関 係 ですと ， 工場立 地 法があ り ，緑化 率 が決ま っ ている が

そのよ う な地域 が ，風致 地 区以外 に はない 。 最近の 事 例では，郊

外の大 き な店で は ，申し 訳 程度に 小 さな木 を 植える だ けで，これ

では，逆に言えば，緑の自然林，里山や平地林を壊している。  

やはり 大 きな開 発 行為に は ，特に 緑 地に対 す る制限 を 考えて い

ただき た い。植 栽 につい て は高木 な り，中 木 なりの 目 安について

将来を 見 据えた 形 で，よ り 具体的 に 設けて い ただけ れ ばと思いま

す。  

 
都市計 画 マスタ ー プラン 等 で，緑 被 率とい う コンセ プ トは入 っ

てませんか。  

 
入って ま せん。 風 致地区 だ けでご ざ います 。 後は工 場 立地法 と

なりま す 。緑化 の ガイド ラ インに つ いても ， 残して ほ しいという

文言になっている。  

 
何を植 え るのか 。 幼木を 植 えるの か 。高木 を 植える の かによ っ

て全然変わってきてしまう。  

 
将来性 を 考えた 方 が良い 。 それを き ちっと し ておか な いと景 観

が保全 ・ 創設さ れ なくな る 。でき れ ば，そ の ような 制 限を設けて

いくことを考えていただきたい。  
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１つ目 は ，行為 の 制限に つ いて， 落 ち着き の あるも の ，調和 し

たもの な どは， 主 観的な 部 分が多 い ため， 人 それぞ れ 落ち着きの

あるという感じ方は違うので，ガイドラインを作るということで，

少しは 安 心して い ますが ， これは 参 考資料 と なるの で ，これを踏

まえて 提 出して き たもの つ いて， 自 分たち の 考える 落 ち着きや調

和とか け 離れた も のであ っ た場合 は ，指導 を して再 提 出すること

があるのでしょうか。  

２つ目 は ，宇都 宮 らしい 景 観を考 え ると難 し いけれ ど も，地 場

のもの を 何％使 用 した場 合 ，例え ば 大谷石 を 外壁に 何 ％以上使用

した場 合 は，奨 励 を含め て 将来的 に 何らか の 補助み た いなものが

あるのでしょうか。  

 
色彩な ど につい て は，色 彩 ガイド ラ インを も とに誘 導 を行っ て

まいり た いと考 え ており ま す。実 効 性の高 い 指導の 仕 方や仕組み

づくりについては，今後も検討していきたいと考えております。

また， 地 場産材 の 使用に つ いても ， 宇都宮 ら しさを 表 現する 要

素とし て ，この 計 画の柱 と なって い るもの で もあり ま すので，色

彩ガイ ド ライン の 中でも ， 宇都宮 ら しさに つ いて出 せ るような色

彩や地場産材の使用も含めて考えていきたいと思っております。

 
重点地 区 を指定 し て，重 点 地区の み なさん が 景観協 議 会を作 っ

て，その街並みを作っていくことの流れでよろしいと思いますが，

そこに，彩度３以下にするなど，なかなか市民にはわかりづらい。

もっと 市 民にわ か りやす く してい た だいて ， どのよ う にまちづく

りを行 っ たら良 い のか具 体 的に提 示 してい っ たら良 い のではない

でしょうか。  

 
今後， 重 点地区 の 指定に 向 けて進 め ていく わ けです け れども ，

まずは 地 域のリ ー ダーと な る人に 動 いてい た だいて ， 地元をまと

めてい た だくよ う な活動 を 支援し て いきた い 。また ， 地元にその

ような 人 がいな い 場合は ， 市が直 接 入って リ ードし て いかなけれ

ばならないと考えております。  

 
事務局 に 確認し た いので す が，今 回 は景観 計 画（案 ） の審議 が
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藤 本 会 長  

 

 

赤 羽 委 員  

 

上 田 委 員  

 

 

 

 

 

 

 

 

メイン と なりま す が，参 考 資料と し て景観 条 例があ り ，この扱い

は審議 会 として ， どうし た らよい の でしょ う か。こ の スケジュー

ルです と ，景観 条 例につ い ての審 議 はこれ か らない よ うに思える

のですが。  

 
審議会と議会との関係になりますが，当審議会につきましては，

この「 景 観計画 」 を審議 し ていた だ き，こ の 計画を 運 用するため

に景観 条 例が必 要 になっ て きます の で，条 例 につい て は，議会に

委ねることになります。  

条例の 内 容につ い ては， 審 議会で は 審議は し ません 。 参考意 見

としてはいただけます。  

 
那須地 域 に行き ま すと， 那 須街道 の 看板が こ げ茶色 で 統一さ れ

ていて ， 派手な 看 板が無 い が，那 須 町がし っ かりと 規 制している

のでしょうか。それとも地元の自主的な取り組みなのでしょうか。

 
那須地 域 は，栃 木 県の条 例 で規制 さ れてい ま す。宇 都 宮市に も

同じよ う な規制 が 日光街 道 にあり ， 大きさ は １㎡以 内 で，材料は

焼板にするなど，具体的に素材まで規制されている。  

 
電飾も 禁 止です ね 。那須 に ついて は ，当初 は 沿道景 観 条例と し

て那須町が規定したのが始まりですね。  

 
確か６，７年前に公共の色彩賞を取りましたね。  

 
市民意 識 の啓発 と いうこ と で，市 民 の学習 の 機会を 積 極的に 位

置付け て いただ き たい。 二 荒山神 社 前の論 争 があり ま したが，賛

成，反 対 以前に 市 民はあ の 論争が 起 きてい る 事すら 知 らない人が

多い。 関 心がな い 層にも 少 しでも 意 識を持 っ てもら い たい。子ど

ものこ ろ からの 景 観学習 と いうこ と があり ， 教育委 員 会などとの

調整が 難 しいと は 思いま す が，そ れ が無理 で あれば ， 地域コミュ

ニティ セ ンター 単 位で， 地 域の景 観 づくり に ついて 学 習するとい

うこと を 積極的 に 支援し て いただ け ればと 思 う。宇 都 宮市でやら

れてい る 景観出 前 講座を 進 めてい く のもい い ですが ， それ以外に
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＜６．その他 ＞ 

藤 本 会 長  

 

 
事 務 局  

地域の 人 が気軽 に 参加で き るワー ク ショッ プ などを や る場合に専

門家を派遣するなどの支援があれば良いと思う。  

北海道 の 東川町 で は，景 観 につい て 各公民 館 単位で ， 景観推 進

員がい て ，地域 内 の良い 景 観や阻 害 してい る ものの パ トロールや

不法投 棄 の監視 を したり し ている 。 宇都宮 市 も「違 反 広告物除却

ボラン テ ィア制 度 」があ り ，それ を 発展さ せ た形で ， 地域の力を

借りな が ら「ビ ュ ーレン ジ ャー」 の ような も のにし て みてはいか

がでしょうか。  

 
今後， 十 分に参 考 にさせ て いただ き ，学習 機 会の支 援 や違反 広

告物除 却 ボラン テ ィアの 進 化発展 等 を検討 さ せてい た だきたいと

思います。  

現在， 出 前講座 な どでは ， 学校の 総 合学習 の 授業の 中 でさせ て

いただいており，これからも教育委員会との連携を検討しながら，

併せて 地 域コミ ュ ニティ セ ンター か らも出 前 講座の 要 望もあり，

出前講座を拡大していくことで考えております。  

 
事務局 の 方もワ ー クショ ッ プの技 法 などを 活 用して い ただき ，

ただ絵 を 見せて 講 義をす る だけで は なく， 少 し工夫 を されてみた

方が良い。  

 
ご意見 ・ ご質問 も 出尽く し たよう で すので，（ ２）「宇 都 宮市景

観計画（案）について」はよろしいでしょうか。  

 
異議なし。  

 
それでは，異存なしとして答申いたします。  

 
以上で本日の議事は終了致しました。  

 
続きまして，６．「その他」の事項に入ります。  

 事務局より何かございますか  

 
 次回 の 開催予 定 につき ま しては ， まだ日 程 につい て は事務局で
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＜７．閉 会 ＞ 

藤 本 会 長  

 

 

 

事 務 局  

調整さ せ ていた だ きます が ，今年 度 中に先 ほ どの色 彩 ガイドライ

ンにつ き まして ， ２回目 の 開催を 予 定して お ります 。 早い段階で

みなさまには日程等について，お知らせしたいと思っております。

よろしくお願いします。  

 
委員の皆様から何かありますでしょうか。  

 
 意見なし。  

 

 
それで は ，これ を もちま し て第１ 回 宇都宮 市 景観審 議 会を閉 会

いたします。  

 長時間のご審議ありがとうございました。  

 
ご審議ありがとうございました。  

  
 終了。  

 

 


